
【KDDI株式会社】 

 

UQでんき料金の請求に係る取扱規約の一部改正 
 

【改正】 【現行】 

第1条～第8条（略） 

 

 （UQでんき料金の支払い） 

第9条（略） 

 

2～6（略） 

 

7 本契約者は、KDDIが払込取扱票を発行したときは、下表に規定する払込取扱票発行手数料に消費税相当額を

加算した額の支払いを要します。ただし、その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを

含みます｡）であるときは、この限りでありません。 

 区  分 単  位 料金額（税抜） 

払込取扱票発行手数料 払込取扱票の発行1回ごとに 100円 

備考 特定UQ契約に係る料金等と合算して請求する場合は、上記の規定にかかわらず、本

規約に基づく払込取扱票発行手数料の支払いを要しません。 

 

第10条～第11条（略） 

 

（収納手数料の負担等） 

第11条の２ 本契約者は、UQでんき料金について、支払期日を経過した後コンビニエンスストアにおいて支払う

場合、料金収納に係る費用として収納代行機関から請求される手数料を負担していただきます。この場合にお

いて、負担を要する手数料の額は、収納代行機関の定めるところによります。 

 

第12条～第16条（略） 

 

附 則 

本改正規定は、令和 2 年 12 月 1 日から実施します。 

第1条～第8条（略） 

 

 （UQでんき料金の支払い） 

第9条（略） 

 

2～6（略） 

 

7 本契約者は、KDDIが払込取扱票を発行したときは、下表に規定する窓口支払手数料に消費税相当額を加算した

額の支払いを要します。ただし、その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡）

であるときは、この限りでありません。 

 区  分 単  位 料金額（税抜） 

窓口支払手数料 払込取扱票の発行1回ごとに 100円 

備考 特定UQ契約に係る料金等と合算して請求する場合は、上記の規定にかかわらず、本

規約に基づく窓口支払手数料の支払いを要しません。 

 

第10条～第11条（略） 

 

 

 

 

 

 

第12条～第16条（略） 

 

 

 


